
第７５号議案 

 

災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事し

た者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年６月９日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

この案は、葬祭補償の額を改定するため提出します。 



   災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事し

た者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例 

 

災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者

にかかる損害補償に関する条例（昭和４１年７月台東区条例第１

６号）の一部を次のように改正する。 

 第１８条中「３１万５,０００円」を「３３万円」に改める。 

 付則に次の１条を加える。 

（葬祭補償の額に関する暫定措置） 

第７条 当分の間、第１８条の規定による金額が補償基礎額の６

０倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、

当該６０倍に相当する額を葬祭補償の額とする。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事し

た者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例（以

下「新条例」という。）第１８条及び付則第７条の規定は、令和

８年４月１日（以下「適用日」という。）以後に支給すべき事由

の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由

の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。 

３ 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、こ

の条例による改正前の災害に際し応急措置の業務に従事した者

及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例第１８条



の規定による金額により支給されたものの支払は、新条例第１

８条又は付則第７条の規定による金額により支給されるべき葬

祭補償の内払とみなす。 


